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老後の生活を支える国民年金
４月分からの年金額をお知らせ
　４月分（６月支払分）からの年金額は、法律の規定により、令和７年度から原則１．９パーセントの引き上げ（増額）となります。
　一年間（令和８年６月支払分から令和９年４月支払分まで）の年金額をお知らせする「年金振込・額改定通知書」が順次送付されます。詳しくは通知書で確認してください。
ねんきんダイヤル
電話０５７０‐05‐１１６５
彦根年金事務所
電話０７４９‐23‐１１１２

更新に関するお知らせ
福祉医療費受給券の更新申請が原則不要になります
　例年、５月下旬に乳幼児および子ども医療費助成を除く福祉医療費受給券等更新手続を案内していましたが、公簿などで所得などの確認ができる場合は、更新申請書の提出が原則不要になります。受給資格がある人には７月末までに新しい受給券を送付します。ただし、公簿などで所得などの確認ができない人および精神科通院医療費受給券をお持ちの人は更新手続が必要なため更新申請書を送付します。
保険年金課
IP電話０５０‐５８０１‐５６３１
ファクス０７４８‐24‐５５７６

80歳になっても20本以上の自分の歯
シニア「おくち」自慢コンテスト
歯や歯ぐきの健康状態を審査し表彰します。
日時：７月23日㈭9：30～12：00
場所：保健センター
対象：市内在住の70歳以上で、自分の歯が20本以上ある人
定員：20人（申込み先着順）
申込み：６月29日㈪までに、申込みフォームまたは電話で申し込んでください。　
申込み：健康推進課
IP電話050-5801-5646　ファクス0748-24-1052

親子で出場しませんか
親と子のよい歯のコンクール
歯や歯ぐきの健康状態を審査し表彰します。
日時：７月23日㈭10：30～12：00　
場所：保健センター
対象：市内在住で令和７年４月１日から令和８年３月31日までに３歳６カ月児健診を受診したむし歯のない親子
定員：15組（申込み先着順）
申込み：６月29日㈪までに、申込みフォームまたは電話で申し込んでください。
申込み：健康推進課
IP電話050-5801-5646　ファクス0748-24-1052

省エネ家電で始める快適・省エネライフ
省エネ家電への買い替えを支援します
家庭におけるエネルギー費用軽減とＣＯ２削減のため省エネタイプの家電への買い換えを支援します。
■申請期限　  
   令和９年３月５日㈮まで
■購入対象期限　
     令和９年２月28日㈰まで
■対象家電
①省エネ性能★4.0以上のエアコン・冷蔵庫・冷凍庫
　補助上限４万円　補助率２分の１
②LED照明器具・電球　
　補助上限２万円　補助率２分の１
■購入先
　市内に事業所がある（大規模小売店を除く。）滋賀県電気工事工業組合、滋賀県電器商業組合、八日市商工会議所または東近江市商工会のいずれかの加盟店
　詳しくは市ホームページを確認してください。
申込み：森と水政策課
IP電話050-5802-9021　ファクス0748-24-5692

帯状疱疹の予防はお早めに
帯状疱疹任意予防接種　費用の一部を助成します
　帯状疱疹の予防接種は、効果や副反応などについて医師から説明を受け、理解した上で接種しましょう。
　接種時に本市に住民票がある50歳以上の人で、令和８年度定期接種対象者以外の人
接種日から６カ月以内または令和９年３月31日㈬のいずれか早い日までに申し込んでください。
　申請方法など詳しくは市ホームページまたは健康推進課に確認してください。
※生ワクチン（水痘生ワクチン）または不活化ワクチン（帯状疱疹ワクチン）のうち、いずれか１種を生涯に一度のみ助成します。

申込み：健康推進課
IP電話０５０‐５８０１‐５６４６
ファクス０７４８‐24‐１０５２

ワクチンの種類	接種回数	助成上限額
生ワクチン
（水痘生ワクチン）	１回	4,000円
不活化ワクチン
（帯状疱疹ワクチン）	２回	１回につき10,000円
※いずれか１種類の助成になります。

私たちの医療と健康を支える国民健康保険
令和８年度の国民健康保険料のお知らせ
　 保険料の通知書を６月中旬に送付します

　世帯内に国民健康保険加入者がいる世帯主に対して、６月中旬に保険料の納入通知書を送付します。保険料額や納付方法を確認してください。
  国民健康保険料の納付義務は世帯主にあります。世帯主が国民健康保険以外の健康保険（社会保険など）に加入している場合でも、同一世帯内のどなたかが国民健康保険に加入している場合は、世帯主宛てに通知書を送付します。

■令和８年度の国民健康保険料率
　40歳以上65歳未満の人→下図の①②③④の合計
　40歳未満の人および65歳以上75歳未満の人
　			   →下図の①②④の合計
※18歳未満の人は④の均等割は全額軽減されます。
①医療分　　Ⓐ×7.1パーセント （所得割）＋ 31,000円（均等割） ＋ 20,000円（平等割）
②後期支援金等分     Ⓐ×2.7％（所得割） ＋ 11,200円（均等割） ＋ 7,800円（平等割） 
③介護分    　Ⓐ×2.3パーセント（所得割） ＋ 12,000円（均等割） ＋ 6,000円（平等割）　　  
④子ども・子育て支援金分　Ⓐ×0.2パーセント＋ 1,200円（均等割） ＋ 700円（平等割）
※令和８年度から新たに加算されます。
・Ⓐは（令和７年中所得額－43万円）
・上限は、①67万円、②26万円、③17万円、④３万円
・所得が一定額以下の場合、保険料の軽減があります。
・未就学児の均等割は２分の１を減額します。
※用語説明
　所得割：前年（令和７年中）の所得に応じて負担するもの
　均等割：加入者一人につき一定額を負担するもの
　平等割：一世帯につき一定額を負担するもの

■保険料の納付方法
　 納付書または口座振替により納付する「普通徴収」と世帯主の年金からの引き去りにより納付する「特別徴収」があります。
　普通徴収は、６月から翌年３月までの年10回に分けて納付します。
　なお、第１期の納付期限は6月30日㈫で、第２期以降は各月の末日です。（末日が土・日曜日、祝日の場合は翌営業日。ただし、12月は25日㈮）
※クレジットカードやＰayＢでも支払いができます。

■特別徴収されている人の納付方法の変更
　特別徴収されている人で口座振替による納付を希望する場合は、変更申出書と口座振替依頼書を提出してください。

■保険料の減免制度や軽減制度があります
○事業の休廃業や失業、疾病、長期入院などにより所得が減少し、生活が著しく困難になった場合や災害に遭い大きな損害を受けた場合は、保険料の減免が認められることがあります。
○非自発的失業者（リストラなどで職を失った人）は、申請することで失業時から翌年度末までの期間の保険料を軽減します。
○そのほか、産前産後期間の免除制度や旧被扶養者減免制度の適用が認められることがあります。詳しく保険料課に問い合わせてください。

問合せ：保険料課
IP電話050-5801-5632　ファクス0748-24-5576


65歳以上の皆さんへ
令和８年度の介護保険料納入通知書を６月中旬に送付します
■保険料の納付方法
　年６回、年金からの引き去りにより納付する「特別徴収」です。
　右記の場合は、普通徴収（納付書または口座振替による納付）となり、６月から翌年３月までの年10回に分けて納付します。
・年金額が年額18万円未満の場合
・年度途中で65歳になった場合
・市外から転入して間もない場合
・税の修正申告などで保険料に変更があった場合
・老齢基礎年金の繰下げ請求をしている場合　など
保険料課
IP電話050-5801-5632　ファクス0748-24-5576

市民結婚新生活支援事業
結婚した世帯の住まいを応援
■対象世帯 （詳しくは市ホームページを確認してください。）
   次の①～⑤の要件をすべて満たす世帯
　①交付申請時に夫婦の住民票の住所が申請に係る住宅の住所になっていること。
　②令和８年１月１日以降に婚姻届が受理され、婚姻日の年齢がいずれも39歳以下である世帯
　③世帯所得が500万円未満の世帯
　④交付申請時に市税を完納している世帯
　⑤交付申請時に夫婦のいずれもがライフデザイン支援講座などを受講していること。
■補助対象経費
　令和８年４月１日㈬から令和９年３月１日㈪までの間に支払った住宅取得費用、住宅賃借費用および引越費用
■補助金額
　29歳以下：上限60万円　30～39歳：上限30万円
　※住宅賃借費用および引越費用は上限12万円
■申込期間　６月１0日㈬～令和９年３月１日㈪
申込み：こども政策課
IP電話050-5801-5643　ファクス0748-23-7501

空家解体補助金を交付します
■建物などの条件
・おおむね１年間、住居や倉庫などに使用されていないこと。
・築40年を超えていることが確認できること。
■工事の条件
・市内の解体事業者が施工する工事であること。
・敷地内の建築物や動産などのすべてを解体・撤去し、原則として敷地のすべてを更地にすること。
■対象者　空家などの所有者
※ただし、共有者、共同相続人、抵当権者などがある場合は、その全員の同意が必要です。
※申込み超過の場合は、公開抽選とします。
■助成額　解体して更地にする工事に要する費用の５分の１で、最大40万円（千円未満は切り捨て）
■申込期間　７月１日㈬～10日㈮
※土・日曜日を除く。
　詳しくは市ホームページを確認してください。
申込み：住宅課
IP電話050-5801-5691　ファクス0748-24-5578

定住移住のための住まいを応援
申込み：住宅課
IP電話050-5801-5652　ファクス0748-24-5578

住宅取得および改修に関する補助金
　令和８年４月１日以降に住宅を取得した場合および住宅をリフォームする場合に必要な経費の一部を補助します。（市が発行する地域商品券）
※①～③それぞれに補助対象要件があります。詳しくは市ホームページを確認してください。

住宅取得①
市民子育て住宅取得事業
上限15万円
（補助率５分の１/地域商品券）
◆対象・条件
＊令和８年１月１日時点で市内に住民登録があり、引き続き市内に居住している40歳未満の人
＊中学生以下の子どもがいる世帯で子どもと同居する人

住宅取得②
Ｕターン者住宅取得事業
上限15万円
（補助率５分の１/地域商品券）
◆対象・条件
＊令和８年１月１日時点で市外に住民登録がある人
＊過去に市内に居住していた人または父母もしくは祖父母が市内に居住している人（義父母・義祖父母も可）

住宅取得③
市民定住住宅リフォーム事業
上限10万円
（補助率10分の１/地域商品券）
◆対象・条件
＊自己が所有し、現在居住している市内の個人住宅を改修する人
＊市内に本社登録のある法人または住民登録がある個人事業者へ発注する住宅リフォーム工事で、補助対象工事経費が50万円以上のもの
＊令和８年４月１日以降に着工し、令和９年２月28日㈰までに完了する工事

地元の旬産物を紹介
今月からスタート
銘茶 政所茶
新茶のシーズンとなりました。樹齢300年以上の茶樹もあり、菜種油の絞りかすなど自然由来の肥料のみで栽培されていますので、ぜひご賞味ください。
これから旬の農産物を毎月紹介していきます

滋賀県知事選挙
投票日　７月５日㈰
■期日前投票期間　６月19日㈮～７月４日㈯
　期日前投票の期間および時間など、詳しくは各世帯に送付される入場整理券や市ホームページを確認してください。
問合せ：選挙管理委員会事務局
IP電話050-5801-5600　ファクス0748-24-0752

公共交通の利用を促進します
近江鉄道・路線バス通学利用促進補助金
　近江鉄道・路線バスを利用した通学の促進を図るため、一定の金額を上回る通学費用を補助します。
近江鉄道（鉄道・路線バス）を利用して通学している市内在住の中学生または高校生
■補助対象路線　
①鉄道：近江鉄道全線
②路線バス：御園線、神崎線、日八線、長峰線、角能線

■補助金額
①近江鉄道・路線バスのいずれかを利用する場合、１カ月当たり１万２０００円を超えた金額
②近江鉄道・路線バスの両方を利用する場合、１カ月当たり１万７０００円を超えた金額
申込み：令和９年３月31日㈬までに申請書を持参または郵送するか、市ホームページから申し込んでください。
申込み：公共交通政策課
IP電話０５０‐５８０１‐５６５８
ファクス０７４８‐24‐１２４９

子どもたちの成長のために
東近江やまの子キャンプのボランティアスタッフを募集します
　市内の小・中学生を対象に夏休みに実施する「東近江やまの子キャンプ」で、子どもたちの活動を支援するボランティアスタッフを募集します。
日時：デイキャンプ：８月１日㈯～４日㈫
　宿泊キャンプ：８月21日㈮～23日㈰
※ボランティアスタッフの活動時間は、９：00から17：00までです。
※宿泊はできません。
※１日単位でも申込みができます。
場所：愛郷の森キャンプ場
対象：高校生以上
※野外活動に興味があり、子どもが好きな人、大歓迎です。経験や資格は問いません。
■内容　イワナ焼き、活動風景の写真撮影、
子どもたちの安全管理など
申込み：７月10日㈮までに申込みフォームから申し込んでください。
申込み・問合せ：生涯学習課
IP電話050-5801-5672　ファクス0748-24-1375

入居申込みに関するお知らせ
市営住宅の入居者を募集します
■団地名（所在地）
　①新大森団地１号棟４階（尻無町）　
　②ひばり丘団地７号棟２階（ひばり丘町）　エレベーターなし
　③沖野団地１号棟２階（沖野一丁目）　
　※②、③は、単身世帯の申込みはできません。
	戸数	構　造	間取り	月額家賃	敷　金
①	１戸	中層耐火５階建	１ＤＫ	18,200円～27,100円
駐車場１台2,000円	54,600～81,300円
②	１戸	中層耐火３階建	２ＬＤＫ	20,700円～30,800円
駐車場１台2,500円	62,100～92,400円
③	１戸	中層耐火５階建	２ＤＫ	16,200円～24,100円
駐車場１台3,300円	48,600～72,300円

■入居可能日  ７月24日㈮※入居可能日から家賃が発生します。
■募集期間　６月５日㈮～12日㈮（土・日曜日を除く。8：30～17：15）
※入居申込みには資格条件があります。事前に住宅課に相談の上、書類を提出してください。	
■選考方法
　市営住宅運営委員会が住宅困窮度を審議し、入居者を決定します。選考が困難な場合は、公開抽選とします。
申込み：住宅課　IP電話050-5801-5652　ファクス0748-24-5578

